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早
期
の
衆
議
院
解
散
に
追
い
込

み
た
い
野
党
側
は
、
与
党
提
案
の

定
額
給
付
金
に
ね
ら
い
を
定
め
、

徹
底
抗
戦
を
行
う
構
え
だ
。
麻
生

内
閣
は
、
与
党
が
多
数
を
占
め
る

衆
議
院
で
第
２
次
補
正
予
算
と
関

連
法
案
を
通
過
さ
せ
た
。
し
か
し

現
下
の
国
会
は
「
ね
じ
れ
国
会
」
。

野
党
が
多
数
の
参
議
院
で
、
補
正

予
算
と
関
連
法
案
を
可
決
す
る
こ

と
は
不
可
能
に
近
い
。

補
正
予
算
自
体
は
、
参
議
院
で

可
決
さ
れ
な
く
て
も
３０
日
後
に
自

然
成
立
す
る
。
し
か
し
、
補
正
予

算
執
行
に
必
要
と
な
る
関
連
法
案

は
、
参
議
院
で
議
決
さ
れ
な
か
っ

た
場
合
、
６０
日
後
に
衆
議
院
で
の

再
可
決
が
必
要
と
な
る
。
再
可
決

に
は
出
席
議
員
の
３
分
の
２
以
上

の
賛
成
が
必
要
だ
が
、
仮
に
与
党

か
ら
１６
人
が
反
対
に
回
れ
ば
、
法

案
は
成
立
し
な
い
。
１３
日
の
衆
議

院
採
決
で
は
与
党
の
自
民
党
か
ら

棄
権
者
が
出
て
お
り
、
法
案
成
立

へ
の
不
安
感
が
否
め
な
い
。

関
連
法
案
に
は
、
定
額
給
付
金

の
財
源
も
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、

関
連
法
案
が
成
立
し
な
い
と
事
実

上
、
同
給
付
金
は
頓
挫
す
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
野
党
も
熟
知
し

て
お
り
、
定
額
給
付
金
の
撤
回
に

向
け
衆
議
院
再
議
決
を
睨
み
な
が

ら
、
与
党
議
員
に
対
し
揺
さ
ぶ
り

を
か
け
る
。

参
議
院
第
１
党
の
民
主
党
で
は

与
党
議
員
を
揺
さ
ぶ
る
た
め
、
補

正
予
算
本
体
と
関
連
法
案
の
議
決

を
引
き
離
し
▽
補
正
予
算
本
体
は

早
期
成
立
▽
関
連
法
案
の
議
決
は

先
送
り
―
―
と
い
う
青
写
真
を
描

く
。
こ
れ
か
ら
国
会
へ
提
出
さ
れ

る
２１
年
度
予
算
関
連
法
案
の
議
決

に
、
補
正
予
算
関
連
法
案
の
再
議

決
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
ぶ
つ
け
る
た

め
だ
。

２１
年
度
予
算
関
連
法
案
に
は
麻

生
首
相
が
、
自
民
党
内
で
も
意
見

が
分
か
れ
る
「
消
費
税
率
引
き
上

げ
」
を
明
記
し
た
い
考
え
。
税
率

引
き
上
げ
が
盛
り
込
ま
れ
れ
ば
、

２１
年
度
予
算
関
連
法
案
の
議
決
で

は
、
自
民
党
内
か
ら
造
反
者
が
出

る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
タ
イ
ミ

ン
グ
で
補
正
予
算
関
連
法
案
の
再

議
決
を
ぶ
つ
け
れ
ば
、
再
議
決
へ

の
造
反
も
仕
向
け
ら
れ
る
と
民
主

党
執
行
部
は
目
論
む
。

定
額
給
付
金
を
巡
り
、
民
主
党

執
行
部
の
ね
ら
い
ど
お
り
、
自
民

党
内
か
ら
の
造
反
者
引
き
出
し
に

成
功
す
る
の
か
。
そ
れ
と
も
自
民

党
執
行
部
が
党
内
を
引
き
締
め
、

再
議
決
に
成
功
す
る
の
か
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
定
額
給
付
金
の
給

付
事
務
を
担
う
市
町
村
へ
余
波
が

及
ぶ
こ
と
は
必
至
。
混
乱
は
避
け

ら
れ
そ
う
に
な
い
状
況
だ
。

な
お
、
総
務
省
は
２０
日
、
「
定

額
給
付
金
事
業
に
係
る
補
助
金
交

付
要
綱
案
」
を
公
表
し
た
。
第
２

次
補
正
予
算
成
立
後
、
正
式
に
自

治
体
へ
通
知
す
る
予
定
だ
が
、
同

省
で
は
、
事
前
に
公
表
す
る
こ
と

で
市
町
村
の
準
備
に
役
立
て
て
も

ら
い
た
い
考
え
だ
。

１
月
５
日
に
幕
開
け
し
た
第
１
７
１
回
通
常
国

会
。
２
兆
円
の
定
額
給
付
金
が
盛
り
込
ま
れ
た

「
平
成
２０
年
度
第
２
次
補
正
予
算
」
が
、
与
野
党

論
戦
の
第
１
ラ
ウ
ン
ド
と
な
っ
て
い
る
。
補
正
予

算
と
、
補
正
予
算
の
執
行
に
必
要
と
な
る
関
連
法

案
は
既
に
１３
日
、
衆
議
院
を
通
過
。
論
戦
の
舞
台

は
１９
日
か
ら
参
議
院
へ
移
っ
た
。
補
正
予
算
か
ら

定
額
給
付
金
の
削
除
を
求
め
る
野
党
、
同
給
付
金

を
景
気
対
策
の
切
り
札
と
位
置
付
け
る
与
党
、
そ

れ
ぞ
れ
の
思
惑
が
交
錯
す
る
な
か
、
定
額
給
付
金

の
給
付
事
務
を
担
う
こ
と
と
な
る
市
町
村
に
と
っ

て
、
今
後
の
動
向
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
だ
。

全
国
自
治
体
病
院
経
営
都
市
議

会
協
議
会
（
会
長
�
田
中
弘
光
・

松
江
市
議
会
議
長
）は
１
月
１５
日
、

東
京
・
全
国
都
市
会
館
で
正
副
会

長
・
監
事
・
相
談
役
会
議
を
開
き
、

平
成
２０
年
度
の
要
望
運
動
結
果
な

ど
に
つ
い
て
報
告
し
た
。

同
協
議
会
が
重
点
的
に
要
望
し

て
き
た
勤
務
医
の
確
保
対
策
に
つ

い
て
は
、
２１
年
度
の
関
係
予
算
が

大
幅
に
増
額
さ
れ
る
。
救
急
・
産

科
・
へ
き
地
医
療
を
担
う
勤
務
医

へ
の
支
援
や
医
師
派
遣
の
推
進
、

勤
務
医
の
業
務
負
担
軽
減
な
ど
、

関
連
施
策
が
充
実
さ
れ
る
。

ま
た
、
自
治
体
病
院
に
対
す
る

交
付
税
措
置
も
増
額
さ
れ
、
過
疎

地
や
産
科
、
小
児
科
な
ど
に
対
す

る
支
援
が
強
化
さ
れ
る
。
こ
の
ほ

か
、
医
学
部
入
学
定
員
を
前
年
度

比
６
９
３
人
増
の
８
４
８
６
人
と

し
、
長
期
的
視
点
か
ら
も
医
師
不

足
対
策
に
取
り
組
む
こ
と
と
な
る

な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
要
望
活
動
が

一
定
の
成
果
を
あ
げ
た
。

会
議
で
は
、
こ
う
し
た
要
望
結

果
を
踏
ま
え
、
今
後
の
協
議
会
の

会
議
・
運
動
日
程
な
ど
に
つ
い
て

協
議
し
た
。
ま
た
当
日
は
、
総
務

省
自
治
財
政
局
の
濱
田
省
司
・
地

域
企
業
経
営
企
画
室
長
が
「
公
立

病
院
の
経
営
改
革
と
財
政
措
置
」

に
つ
い
て
説
明
し
た
。

（昭和３６年１２月２０日第三種郵便物認可）

第1713号１月２５日平成21年
（2009年）

定定
額額
給給
付付
金金
でで
与与
野野
党党
論論
戦戦

舞
台
移
し
２
次
補
正
予
算
、参
院
で
審
議
入
り

要
望
の
成
果
を
報
告

病
院
協
が
役
員
会

あいさつする田中会長

（１） 平成２１年１月２５日 第１７１３号
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内
閣
官
房
は
１
月
１９
日
、
第
１

７
１
回
通
常
国
会
に
お
け
る
「
内

閣
提
出
予
定
法
律
案
等
件
名
・
要

旨
調
」
を
ま
と
め
た
。
法
律
案
の

総
件
数
は
６２
件
。
う
ち
、
自
治
体

に
関
係
す
る
主
な
も
の
を
次
の
と

お
り
掲
載（
※
印
は
予
算
関
連
）。

【
内
閣
官
房
】

○
構
造
改
革
特
別
区
域
法
及
び
競

争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス

の
改
革
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案

【
内
閣
府
】

○
公
文
書
の
管
理
等
に
関
す
る
法

律
案
（
仮
称
）

○
青
少
年
総
合
対
策
推
進
法
案

（
仮
称
）

【
総
務
省
】

○
地
方
交
付
税
法
及
び
特
別
会
計

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

○
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
※

○
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
※

○
電
波
法
及
び
放

送
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
※

○
住
民
基
本
台
帳

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

○
消
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

○
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

【
文
部
科
学
省
】

○
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

【
厚
生
労
働
省
】

○
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
※

○
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
※

○
障
害
者
自
立
支
援
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案

【
農
林
水
産
省
】

○
米
穀
等
の
取
引
等
に
係
る
情
報

の
記
録
及
び
産
地
情
報
の
伝
達
に

関
す
る
法
律
案
（
仮
称
）

○
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の

安
定
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

○
米
穀
の
新
用
途
へ
の
利
用
の
促

進
に
関
す
る
法
律
案
（
仮
称
）

○
農
地
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

【
経
済
産
業
省
】○

我
が
国
に
お
け

る
産
業
活
動
の
革

新
等
を
図
る
た
め

の
産
業
活
力
再
生

特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
（
仮
称
）
※

○
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業
者
に
よ

る
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
及

び
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
原
料
の
有
効

な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
案

（
仮
称
）

○
石
油
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発

及
び
導
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

○
商
店
街
の
活
性
化
に
関
す
る
法

律
案
（
仮
称
）

【
国
土
交
通
省
】

○
平
成
２０
年
度
に
お
け
る
地
方
道

路
整
備
臨
時
交
付
金
の
総
額
の
限

度
額
の
特
例
に
関
す
る
法
律
案

○
道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財

政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
※

○
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
※

【
環
境
省
】

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ

振
興
セ
ン
タ
ー
は
１
月
１５
日
か
ら

「
平
成
２１
年
度
ス
ポ
ー
ツ
振
興
く

じ
助
成
金
」
の
追
加
募
集
を
開
始

し
ま
し
た
。
募
集
の
締
め
切
り
は

２
月
４
日
午
後
６
時
ま
で
。

２１
年
度
の
助
成
金
は
、
２０
年
１１

月
２６
日
か
ら
１
月
９
日
ま
で
募
集

し
て
い
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
助
成

金
の
原
資
と
な
る
「
サ
ッ
カ
ー
く

じ
」
の
売
り
上
げ
が
２０
年
度
は
好

調
。
助
成
事
業
に
充
当
す
る
財
源

の
増
額
が
見
込
ま
れ
る
た
め
、
振

興
セ
ン
タ
ー
で
は
追
加
募
集
の
実

施
を
決
定
し
ま
し
た
。

く
じ
の
売
り
上
げ
は
、
昨
年
１２

月
末
時
点
で
８
０
０
億
円
と
、
過

去
最
高
記
録
を
更
新
。
２０
年
度
の

売
り
上
げ
は
、
２１
年
度
の
助
成
金

の
原
資
と
な
る
た
め
、
現
時
点
で

助
成
額
も
過
去
最
高
の
１
０
０
億

円
程
度
を
期
待
で
き
る
状
況
と
な

っ
て
い
ま
す
。

助
成
金
の
募
集
対
象
者
は
、
地

方
公
共
団
体
、
ス
ポ
ー
ツ
団
体

（
各
競
技
の
統
括
団
体
、
ス
ポ
ー

ツ
振
興
を
目
的
と
す
る
非
営
利
法

人
等
）
。
振
興
セ
ン
タ
ー
で
は
▽

グ
ラ
ウ
ン
ド
の
芝
生
化
事
業
（
地

域
ス
ポ
ー
ツ
の
活
動
の
場
と
な
っ

て
い
る
公
立
学
校
も
対
象
）
▽
総

合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
創
設

支
援
事
業
▽
広
域
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン

タ
ー
指
導
者
派
遣
等
事
業
―
―
な

ど
、
各
種
の
助
成
対
象
メ
ニ
ュ
ー

を
豊
富
に
用
意
し
、
地
域
の
ス
ポ

ー
ツ
振
興
に
役
立
て
て
も
ら
い
た

い
考
え
で
す
。

２１
年
度
の
募
集
事
業
か
ら
は
補

助
率
の
引
き
上
げ
が
行
わ
れ
、
グ

ラ
ウ
ン
ド
を
天
然
芝
生
化
す
る
場

合
で
補
助
率
５
分
の
４
（
従
来
は

４
分
の
３
）
、
総
合
型
地
域
ス
ポ

ー
ツ
ク
ラ
ブ
創
設
支
援
で
１０
分
の

９
（
従
来
は
５
分
の
４
）
と
す
る

な
ど
、
助
成
額
の
拡
充
が
図
ら
れ

て
い
ま
す
。

応
募
希
望
の
場
合
は
、
独
立
行

政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン

タ
ー

ス
ポ
ー
ツ
振
興
事
業
部
助

成
課
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

TEL
０
３
―
５
４
１
０
―
９
１
８
０

FAX
０
３
―
５
４
１
１
―
３
４
７
７

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
問
い
合
わ
せ

専
用
ア
ド
レ
ス
）to

iaw
ase
@

to
to
.n
aash
.g
o
.jp

政
府
の
地
方
分
権
改
革
推
進
委

員
会
（
委
員
長
�
丹
羽
宇
一
郎
・

伊
藤
忠
商
事
会
長
）
は
１
月
１４

日
、
平
成
２１
年
に
入
っ
て
か
ら
初

と
な
る
会
合
を
開
き
、
今
春
の
第

３
次
勧
告
に
向
け
た
議
論
を
ス
タ

ー
ト
さ
せ
た
。

２１
年
度
末
で
設
置
期
限
切
れ
を

迎
え
る
分
権
委
に
と
っ
て
、
今
年

は
正
念
場
の
１
年
と
な
る
。
分
権

委
の
３
次
勧
告
を
受
け
、
政
府
は

２１
年
度
中
に
「
地
方
分
権
改
革
推

進
計
画
の
閣
議
決
定
」
「
新
分
権

一
括
法
案
の
国
会
提
出
」
を
実
施

す
る
予
定
と
し
て
い
る
た
め
だ
。

３
次
勧
告
の
内
容
が
、
既
存
の

制
度
に
深
く
メ
ス
を
入
れ
る
も
の

で
な
け
れ
ば
、
真
の
地
方
分
権
の

実
現
に
暗
雲
が
立
ち
込
め
る
。
３

次
勧
告
の
検
討
課
題
に
は
、
税
財

政
改
革
、
行
政
体
制
の
整
備
な
ど

が
含
ま
れ
て
お
り
、
抜
本
的
な
改

革
案
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
。

１４
日
の
会
合
で
は
地
方
税
財
政

の
充
実
に
向
け
、
地
方
消
費
税
の

拡
大
が
分
権
委
の
共
通
認
識
で
あ

る
こ
と
を
確
認
し
た
。
分
権
委
で

は
昨
年
５
月
の
１
次
勧
告
以
来
、

国
と
地
方
の
税
源
配
分
５
対
５
を

目
指
し
、方
策
を
検
討
し
て
い
る
。

１１７７１１回回
通通常常国国会会

内内
閣閣
提提
出出
予予
定定
法法
律律
案案

内内
閣閣
官官
房房（（
２２１１
年年
１１
月月
１１９９
日日
現現
在在
））

ススポポーーツツくくじじｔｔｏｏｔｔｏｏ
助助成成事事業業でで追追加加募募集集中中
２１年度から補助率も引き上げ

今
年
１
年
が
正
念
場

地
方
分
権
改
革
推
進
委
員
会

（（抜抜粋粋））
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【
北
海
道
】
▽
根
室
（
９
・
１４
）

▽
千
歳
（
６
・
１９
）

【
青
森
県
】
該
当
な
し

【
岩
手
県
】
▽
一
関
（
１０
・
８
）

【
宮
城
県
】
▽
登
米
（
４
・
２８
）

▽
栗
原
（
４
・
３０
）
▽
東
松
島
（
４

・
２８
）

【
秋
田
県
】
▽
横
手
（
１０
・
２２
）

▽
湯
沢
（
１０
・
３１
）
▽
鹿
角
（
３

・
３１
）
▽
由
利
本
荘
（
１０
・
３１
）

▽
大
仙
（
９
・
３０
）

【
山
形
県
】
▽
鶴
岡
（
１０
・
２２
）

▽
酒
田
（
１１
・
１２
）

【
福
島
県
】
該
当
な
し

【
茨
城
県
】
▽
北
茨
城（
３
・
３０
）

【
栃
木
県
】
▽
佐
野
（
４
・
１６
）

▽
那
須
塩
原
（
４
・
３０
）

【
群
馬
県
】
▽
前
橋
（
２
・
２２
）

【
埼
玉
県
】
▽
飯
能
（
５
・
４
）

▽
戸
田
（
２
・
５
）
▽
入
間
（
３

・
２９
）
▽
八
潮
（
９
・
２７
）
▽
富

士
見
（
３
・
３１
）
▽
三
郷
（
８
・

１０
）

【
千
葉
県
】
▽
茂
原
（
４
・
３０
）

▽
東
金（
３
・
３１
）▽
旭（
１２
・
３１
）

【
東
京
都
】
▽
�
飾
（
１１
・
１２
）

▽
小
金
井
（
４
・
４
）
▽
あ
き
る

野
（
６
・
３０
）

【
神
奈
川
県
】
▽
鎌
倉（
５
・
１４
）

【
新
潟
県
】
▽
十
日
町（
４
・
３０
）

▽
糸
魚
川
（
４
・
２３
）
▽
魚
沼
（
７

・
２
）
▽
南
魚
沼
（
１０
・
３１
）

【
富
山
県
】
▽
富
山
（
４
・
２３
）

▽
高
岡
（
１１
・
１９
）
▽
滑
川
（
１１

・
２７
）
▽
砺
波
（
４
・
３０
）
▽
射

水
（
１１
・
２６
）

【
石
川
県
】
▽
七
尾
（
１０
・
３１
）

▽
加
賀
（
１０
・
２９
）
▽
羽
咋
（
９

・
２９
）
▽
か
ほ
く
（
４
・
３０
）
▽

白
山
（
３
・
５
）
▽
能
美
（
１０
・

３１
）

【
福
井
県
】
▽
あ
わ
ら（
６
・
３０
）

【
山
梨
県
】
▽
山
梨
（
４
・
３０
）

▽
甲
州
（
１１
・
２６
）

【
長
野
県
】
▽
飯
田
（
４
・
２７
）

▽
佐
久
（
４
・
２３
）
▽
安
曇
野
（
１０

・
２２
）

【
岐
阜
県
】
▽
各
務
原
（
３
・
３
）

▽
本
巣
（
９
・
３０
）
▽
海
津
（
９

・
２７
）

【
静
岡
県
】
▽
静
岡
（
３
・
３１
）

▽
島
田
（
５
・
２８
）
▽
磐
田
（
４

・
２３
）
▽
掛
川
（
４
・
２３
）
▽
袋

井
（
４
・
２３
）
▽
菊
川
（
１
・
２９
）

▽
伊
豆
の
国
（
４
・
２３
）
▽
牧
之

原
（
１０
・
２９
）

【
愛
知
県
】
▽
新
城
（
１１
・
１２
）

【
三
重
県
】
▽
伊
勢
（
１１
・
２６
）

▽
松
阪
（
７
・
３１
）
▽
い
な
べ
（
１１

・
３０
）
▽
志
摩
（
１０
・
３１
）
▽
伊

賀
（
３
・
３１
）

【
滋
賀
県
】
▽
甲
賀
（
１０
・
３１
）

▽
野
洲
（
１０
・
３１
）
▽
湖
南
（
１０

・
３１
）
▽
高
島
（
２
・
１２
）
▽
東

近
江
（
１０
・
３１
）
▽
米
原
（
１０
・

３１
）

【
京
都
府
】
▽
長
岡
京（
１０
・
１４
）

【
大
阪
府
】
▽
茨
木
（
１
・
３０
）

▽
柏
原
（
９
・
２９
）
▽
羽
曳
野
（
９

・
２９
）
▽
摂
津
（
９
・
２９
）
▽
阪

南
（
９
・
３０
）

【
兵
庫
県
】
▽
尼
崎
（
６
・
２６
）

▽
豊
岡
（
１０
・
３１
）
▽
赤
穂
（
４

・
８
）
▽
西
脇
（
１１
・
１２
）
▽
南

あ
わ
じ
（
１１
・
１０
）
▽
朝
来
（
１０

・
３１
）
▽
淡
路
（
７
・
３１
）
▽
宍

粟
（
５
・
１４
）

【
奈
良
県
】
▽
奈
良
（
７
・
３０
）

▽
橿
原
（
２
・
１０
）
▽
五
條
（
１１

・
３０
）
▽
香
芝
（
３
・
３１
）
▽
葛

城
（
１０
・
３１
）

【
和
歌
山
県
】
▽
田
辺
（
５
・
２１
）

▽
紀
の
川
（
１２
・
１０
）
▽
岩
出
（
２

・
１４
）

【
鳥
取
県
】
▽
倉
吉
（
１０
・
２２
）

【
島
根
県
】
▽
松
江
（
４
・
２３
）

▽
浜
田
（
１０
・
２２
）
▽
出
雲
（
４

・
１６
）
▽
安
来
（
１０
・
３１
）

【
岡
山
県
】
▽
倉
敷
（
１
・
３１
）

▽
井
原
（
４
・
２９
）
▽
総
社
（
１０

・
１
）
▽
新
見
（
４
・
２３
）
▽
瀬

戸
内
（
５
・
３１
）
▽
赤
磐
（
４
・

１６
）
▽
真
庭
（
４
・
２３
）
▽
美
作

（
４
・
２３
）

【
広
島
県
】
▽
三
原
（
４
・
２３
）

▽
庄
原
（
４
・
１６
）
▽
廿
日
市
（
３

・
３１
）
▽
江
田
島
（
１０
・
３１
）

【
山
口
県
】
▽
長
門
（
４
・
２３
）

▽
柳
井
（
１２
・
３１
）
▽
山
陽
小
野

田
（
１０
・
９
）

【
徳
島
県
】
▽
鳴
門
（
１２
・
１７
）

▽
阿
南
（
１１
・
２４
）
▽
吉
野
川
（
５

・
２８
）

【
香
川
県
】
▽
丸
亀
（
４
・
２３
）

▽
観
音
寺
（
１１
・
１９
）

【
愛
媛
県
】
▽
今
治
（
２
・
１９
）

▽
宇
和
島
（
９
・
１０
）
▽
八
幡
浜

（
８
・
２７
）
▽
西
条
（
４
・
２３
）

▽
大
洲
（
１０
・
１
）
▽
伊
予
（
４

・
２３
）

【
高
知
県
】
該
当
な
し

【
福
岡
県
】▽
北
九
州
（
２
・
９
）

【
佐
賀
県
】
▽
佐
賀
（
１０
・
２２
）

▽
唐
津
（
２
・
５
）
▽
鳥
栖
（
１１

・
２９
）

【
長
崎
県
】
▽
諫
早
（
４
・
９
）

▽
平
戸
（
１１
・
５
）
▽
対
馬
（
５

・
３１
）
▽
壱
岐
（
８
・
６
）
▽
五

島
（
２
・
２６
）
▽
西
海
（
４
・
３０
）

▽
雲
仙
（
１１
・
１９
）

【
熊
本
県
】
▽
八
代
（
９
・
３
）

▽
玉
名
（
１１
・
１２
）
▽
山
鹿
（
２

・
１９
）
▽
上
天
草
（
４
・
３０
）

【
大
分
県
】
▽
大
分
（
３
・
９
）

▽
佐
伯
（
４
・
１６
）
▽
竹
田
（
４

・
２３
）
▽
豊
後
大
野
（
４
・
２３
）

▽
由
布
（
１０
・
２９
）

【
宮
崎
県
】
該
当
な
し

【
鹿
児
島
県
】
▽
阿
久
根
（
１２
・

２３
）
▽
西
之
表
（
２
・
１８
）
▽
日

置
（
５
・
２８
）
▽
曽
於
（
１１
・
３０
）

▽
霧
島
（
１１
・
２６
）
▽
い
ち
き
串

木
野
（
１１
・
１２
）
▽
南
さ
つ
ま
（
１１

・
２６
）

【
沖
縄
県
】
▽
那
覇
（
８
・
３
）

▽
浦
添
（
３
・
２８
）
▽
糸
満
（
１２

・
２
）
▽
宮
古
島
（
１１
・
１２
）

総
務
省
は
１
月
１
日
、
「
平
成
２１
年
中
に
お
け
る
地
方
公
共
団
体

の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
任
期
満
了
に
関
す
る
調
」
を
発
表
し
た
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
２０
年
１１
月
１
日
現
在
の
全
国
１
８
５
２
地
方
公
共

団
体
の
中
で
、
２１
年
中
に
任
期
満
了
と
な
る
の
は
８
４
７
団
体
で
、

全
体
の
２２
・
９
％
。
こ
の
う
ち
、
市
区
議
会
議
員
が
任
期
満
了
を
迎

え
る
の
は
１
５
８
市
区
で
、
全
８
０
６
市
区
の
１９
・
６
％
と
な
っ

た
。
市
区
議
会
名
は
次
の
と
お
り
、
（

）
内
は
任
期
満
了
日
。

１１
５５
８８
市市
区区
議議
会会
がが
任任
期期
満満
了了

▽
１
月
２９
日
・
３０
日

全
国
市
議

会
議
長
会
�
全
国
市
議
会
事
務

局
職
員
研
修
会
（
２９
日
午
後
１

時
半
、
３０
日
午
前
１０
時
、
砂
防

会
館
）

▽
２
月
４
日

全
国
高
速
自
動
車

道
市
議
会
協
議
会
�
正
副
会
長

・
監
事
・
相
談
役
会
議
（
午
前

１１
時
、
九
段
会
館
）
・
理
事

会
（
午
後
１
時
、
同
）
・
総
会

（
午
後
２
時
、
同
）

▽
２
月
５
日

全
国
市
議
会
議
長

会
基
地
協
議
会
�
総
会
（
午
後

２
時
半
、
砂
防
会
館
）

▽
２
月
５
日

建
設
運
輸
委
員
会

�
正
副
委
員
長
会
議
（
午
後
３

時
半
、
芦
別
市
）

▽
２
月
９
日

全
国
市
議
会
議
長

会
�
部
会
長
会
議
（
午
前
１０

時
、
全
国
都
市
会
館
）
・
理
事

会
（
午
前
１１
時
、
ル
ポ
ー
ル
麹

町
）
・
評
議
員
会
（
午
後
１
時

半
、
日
本
都
市
セ
ン
タ
ー
会
館
）

▽
２
月
１０
日

市
議
会
議
員
共
済

会
�
理
事
会
（
午
前
１０
時
半
、

日
本
都
市
セ
ン
タ
ー
会
館
）
・

代
議
員
会（
午
後
１
時
半
、
同
）

▽
２
月
１０
日

社
会
文
教
委
員
会

�
正
副
委
員
長
会
議
（
午
前
１１

時
半
、
全
国
都
市
会
館
）
・
委

員
会
（
午
後
１
時
半
、
同
）

行

事

予

定

２１年中

総総務務省省調調

（３） 平成２１年１月２５日 第１７１３号（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報



議員視察を青森県庁が全面的にお手伝い！

青森県庁では県内各市役所、県出先機関の協力を得て、市議会議員の視察や研修を

サポートしています。

訪問先・コース選定、スケジュール設定、資料提供など、視察・研修に必要となる

情報発信のほか、グループ・団体に適合する

プランを県庁の道路部局と観光部局が連携し

て提案します。県庁が用意するメニューは豊

富。橋の長寿命化や街づくり、自然保護取組

事例や環境対策、大規模農園や花卉工場、エ

ネルギー関連施設や歴史建造物など各分野に

ついて、青森県へ視察・研修に訪れる各市議

会の活動をバックアップします。中でも、市

民図書館や商業施設を融合させた青森市のコ

ンパクトシティ中核施設「アウガ」、弘前市

の「駅前再開発」＝写真・左、スーパー店頭

回収システムにより廃油を燃料化する八戸市

の「食用油回収燃料化システム」等などについては、事業を所管する各市役所や各企

業との調整を県が行います。また、津軽三味線の実演＝写真・右、廉価で美味な飲食

店紹介、格安土産調達方法の提案やルー

トや道路情報提案など、安心して来県し

ていただけるよう受入体制の充実が図ら

れています。

インターネットで各種情報が得られる

時代だからこそ、情報を精査するために

も、自分自身の目や耳、肌で体感するこ

とが大切なのではないでしょうか。青森

県庁のサポートに関心のある方は、下記

までお問い合わせください（写真豊富なパンフレットが送付されます）。

また、インターネットで「青森の道ドライブマップ」を検索すると青森県内の主要

ポイントを見ることができます。

記

【問い合わせ先】

青森県庁道路課産業観光担当 �０１７－７３４－９６４８
〃 観光企画課産業観光担当 �０１７－７３４－９３８５

▼
議
長

▽
加
東

藤
田
靖
夫（
１１
・
１３
）

▽
薩
摩
川
内

岩
下
早
人（
１１
・
１３
）

▽
海
老
名

倉
橋
正
美（
１１
・
１４
）

▽
袖
ケ
浦

岡
田

實（
１１
・
１７
）

▽
笛
吹

上
野

稔（
１１
・
１８
）

▽
須
崎

森
光
英
二（
１１
・
１９
）

▽
光

中
本
和
行（
１１
・
２０
）

▽
東
御

町
田
千
秋（
１１
・
２６
）

▽
南
あ
わ
じ

森
田
宏
昭（
１１
・
２７
）

▽
江
田
島

上
田

正（
１１
・
２８
）

▽
北
杜

秋
山
俊
和（
１２
・
１
）

▽
我
孫
子

松
島

洋（
１２
・
１
）

▽
四
国
中
央

飛
鷹
總
慶（
１２
・
１
）

▽
南
相
馬

小
林
チ
イ（
１２
・
２
）

▽
輪
島

玉
岡
了
英（
１２
・
２
）

▽
飯
山

佐
藤
正
夫（
１２
・
２
）

▽
南
ア
ル
プ
ス斉

藤
哲
夫（
１２
・
２
）

▽
鳩
ケ
谷

西
脇

博（
１２
・
２
）

▽
い
す
み

杉
山
敏
行（
１２
・
２
）

▽
い
な
べ

奥
岡
征
士（
１２
・
２
）

▽
舞
鶴

米
田
利
平（
１２
・
２
）

▽
新
宮

奥
田

勲（
１２
・
２
）

▽
安
芸
高
田

藤
井
昌
之（
１２
・
２
）

▼
副
議
長

▽
加
東

安
田

朗（
１１
・
１３
）

▽
薩
摩
川
内

川
畑
善
照（
１１
・
１３
）

▽
海
老
名

福
地

茂（
１１
・
１４
）

▽
袖
ケ
浦

遠
山

修（
１１
・
１７
）

▽
岩
国

藤
井
哲
史（
１１
・
１７
）

▽
笛
吹

野
沢
勝
利（
１１
・
１８
）

▽
須
崎

豊
島
美
代
子（
１１
・
１９
）

▽
光

磯
部
登
志
恵（
１１
・
２０
）

▽
東
御

三
縄
雅
枝（
１１
・
２６
）

▽
南
あ
わ
じ

沖

弘
行（
１１
・
２７
）

▽
江
田
島

山
木
信
勝（
１１
・
２８
）

▽
南
砺

西
井
秀
治（
１２
・
１
）

▽
北
杜

内
田
俊
彦（
１２
・
１
）

▽
我
孫
子

坂
巻
宗
男（
１２
・
１
）

▽
四
国
中
央

宇
�
英
治（
１２
・
１
）

▽
南
相
馬

五
賀
和
雄（
１２
・
２
）

▽
飯
山

渡
邉
吉
晴（
１２
・
２
）

▽
南
ア
ル
プ
ス向

山
敏
宏（
１２
・
２
）

▽
那
須
烏
山

大
橋
洋
一（
１２
・
２
）

▽
鳩
ケ
谷

西
村
喜
代
子（
１２
・
２
）

▽
い
す
み

松
崎
敏
雄（
１２
・
２
）

▽
い
な
べ

岡

英
昭（
１２
・
２
）

▽
舞
鶴

梅
原
正
昭（
１２
・
２
）

▽
安
芸
高
田

塚
本

近（
１２
・
２
）

▽
防
府

安
藤
二
郎（
１２
・
３
）

「
風
の
道
」
づ
く
り
は
、
ヒ
ー

ト
ア
イ
ラ
ン
ド
現
象
に
よ
る
都
市

部
の
気
温
上
昇
を
抑
え
る
た
め

の
、
都
市
計
画
の
手
法
の
一
つ
。

郊
外
や
緑
地
帯
、
海
な
ど
か
ら
、

気
温
が
局
地
的
に
上
が
り
や
す
い

都
市
部
に
風
を
誘
導
す
る

こ
と
で
、
ク
ー
ル
ア
イ
ラ

ン
ド
効
果
を
も
た
ら
そ
う

と
い
う
も
の
だ
。
ド
イ
ツ

で
効
果
を
上
げ
た
こ
と
で

知
ら
れ
、
環
境
省
で
は
１

９
９
０
年
代
後
半
か
ら
こ

の
考
え
方
を
紹
介
し
て
き

て
い
る
。
実
際
、
広
範
囲

に
緑
地
が
広
が
る
東
京
・

新
宿
御
苑
の
周
辺
は
、
近

隣
よ
り
も
約
１
度
気
温
が
低
い
こ

と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

現
在
、
日
本
で
は
、
東
京
、
大

阪
、
名
古
屋
な
ど
で
「
風
の
道
」

計
画
を
取
り
入
れ
た
街
づ
く
り
が

進
め
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
昨

年
、
東
京
駅
の
上
に
あ
っ

た
百
貨
店
の
大
丸
が
取
り

壊
さ
れ
た
が
、
こ
れ
も
海

か
ら
の
風
を
皇
居
や
日
比

谷
公
園
方
面
に
通
す
と
い

う
都
市
計
画
の
一
環
で
行

わ
れ
た
こ
と
だ
。
名
古
屋

で
も
、
三
本
の
運
河
に
沿

っ
て
、
名
古
屋
港
か
ら
の

海
風
を
市
内
に
導
き
入
れ

る
と
い
う
計
画
が
立
て
ら

れ
て
い
る
。

街
づ
く
り
と
環
境
対
策
、
産
業

振
興
が
一
体
と
な
っ
た
新
し
い
形

の
都
市
計
画
。
真
夏
の
夜
、
熱
帯

夜
に
悩
ま
さ
れ
な
い
日
は
、
ま
た

来
る
の
だ
ろ
う
か
。

－温暖化防止への大事な一歩－

議

会

人

事

「風の道」計画

伝
統
文
化
・
津
軽
三
味
線
の
実
演

時の話題

弘
前
市
の
駅
前
再
開
発
事
業
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